
寒 川町 介護 給付費 準備 基金 条例 新旧対 照表  

現 行  改 正案  

寒川町介護給付費準備基金条例  寒川町介護給付費等準備基金条例  

(趣 旨 ) (趣 旨 ) 

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 (昭 和 2 2

年 法 律 第 6 7号 )第 2 4 1条 第 1項 及 び 第 8項

の 規定 に基 づき、寒 川町 介護 給付 費準備

基 金   の設 置、管理 及び 処分 に関 し必要

な 事項 を定 めるも のと する 。  

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 (昭 和 2 2

年 法 律 第 6 7号 )第 2 4 1条 第 1項 及 び 第 8項

の 規定 に基 づき、寒 川町 介護 給付 費等準

備 基金 の設 置、管理 及び 処分 に関 し必要

な 事項 を定 めるも のと する 。  

(設 置 ) (設 置 ) 

第 2条  介 護 保 険 の 保 険 給 付 費          

                                   

  の不 足に 充当す るた め、寒 川町 介護給

付 費準 備基 金   (以 下「 基金 」という 。)

を 設置 する 。  

第 2条  介 護 保 険 の 保 険 給 付 費 及 び 地 域

支 援 事 業 費 (以 下 「 保 険 給 付 費 等 」 と い

う 。 )の 不 足 に 充 当 す る た め 、 寒 川 町 介

護 給 付 費 等 準 備 基 金 (以 下 「 基 金 」 と い

う 。 )を設 置す る。  

～ 略～  ～ 略～  

(処 分 ) (処 分 ) 

第 7条  基 金は 、次 の各 号の いず れかに 該

当 する 場合 に限り、その 全部 又は 一部を

処 分す るこ とがで きる 。  

第 7条  基 金は 、次 の各 号の いず れかに 該

当 する 場合 に限り、その 全部 又は 一部を

処 分す るこ とがで きる 。  

( 1 ) 介 護 保 険 の 保 険 給 付 費   の 財 源 に

充 てる とき 。  

( 1 ) 保 険 給 付 費 等      の 財 源 に

充 てる とき 。  

(2) （略 ）  (2) （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 この 条例 は、平 成 31年 4月 1日 から 施行

す る。  

 


